
 

 

災害時における物資供給等に関する協定書 

 

 福山市（以下「甲」という。）と生活協同組合ひろしま（以下「乙」という。）は、 

福山市内において災害等が発生した場合又は災害等が発生する恐れがある場合（以下「災

害時」という。）における物資の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に避難所等に避難した住民（以下「避難住民」という。）に対

し、甲と乙が協力してより速やかにかつ円滑に物資の供給ができるようにすることを目

的とする。 

 

（要請） 

第２条 災害時において甲が物資を必要とする場合は、乙に対して物資の供給を要請する。 

２ 前項の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した要請書（別紙）

をもって行うものとするが、緊急を要するときは、電話等により要請し、事後速やかに

文書を提出するものとする。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、可能な範囲で物資の優先的な供給に努

めるものとする。 

 

（支援体制の整備） 

第４条 乙は、２条１項の要請を受けたときは、乙が加盟する生活協同組合連合会等（以

下「連合会等」という。）に対し、連合会等が保有する物資の供給、輸送等について協力

を要請し、連合会等と連携して、甲の要請に応えるものとする。 

 

（物資の種類） 

第５条 甲が、乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資

とする。 

 （１）別表「災害支援物資調達リスト」に掲げる物資 

 （２）その他甲が指定する物資 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第６条 物資の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則とし

て乙が行うものとする。ただし、乙による運搬が困難な場合は、別に甲が指定する者が

行うものとする。 

 

（損害の負担） 

第７条 前条の規定に基づく運搬業務により生じた損害の補償については、甲と乙が協議

をして定めるものとする。 

 



 

 

（費用負担） 

第８条 乙が供給した物資の対価及び乙が行った搬送等の費用については、甲が負担する

ものとし、負担範囲等に関しては、その都度、甲、乙協議の上決定する。 

２ 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲及び乙が協議

して、その都度定めるものとする。 

３ 甲の乙に対する費用の支払方法は、甲の通常の支払方法によるものとする。 

 

（平常時の活動） 

第９条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平素から情報の交換、

甲が行う防災訓練への参加等に努め、緊急時に備えるものとする。 

 

（連絡責任者及び事務担当者名簿等） 

第１０条 要請及び協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡責任者を定めるもの

とする。 

（１）甲の連絡責任者は、総務局総務部危機管理防災課長とする。 

（２）乙の連絡責任者は、総合企画室統括部長とする。 

２ 甲及び乙は、この協定の成立の日及び毎年４月１日現在の事務担当者名簿等を作成し、

相互に交換するものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じた事項について

は、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２０１９年（平成３１年）３月３１

日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の１ヶ月前までに、文書をもって

協定の終了の通知がない場合は、引き続き１年間更新するものとし、以後も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各１ 

通を保有する。 

 

   ２０１８年（平成３０年）５月 ９日 

 

               甲 広島県福山市東桜町３番５号 

                  福山市 

                  市長  枝廣 直幹 

 

               乙 広島県広島市西区草津港２丁目８番４２号 

                  生活協同組合ひろしま 

                  理事長 惠木 尚 



 

 

                                   別 紙 

 

                               年  月  日 

 

災害時における生活関連物資の供給等要請書 

 

生活協同組合ひろしま 

理事長          様 

 

 

                             福山市長 

 

 「災害時における生活関連物資の供給等に関する協定」に基づき、下記のとおり要請し

ます。 

 

記 

１．協力要請業務 

事    項 内   容 

要 請 業 務  

実 施 日 時  

物資搬送場所  

連 絡 先  

備 考  

 

２．供給要請物資 

品  目 仕  様 数  量 備  考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 別表            災害支援物資調達リスト       

ＮＯ   商 品 区 分       商 品 事 例 

１ 飲料水 ＣＯ水２Ｌ 

２ 飲料水 ＣＯ水５００ｍｌ 

３ 飲料水 ＣＯ緑茶２Ｌ 

４ 飲料水 ＣＯ緑茶５００ｍｌ 

５ 飲料水 ＣＯ烏龍茶２Ｌ 

６ 飲料水 ＣＯ烏龍茶５００ｍｌ 

７ 食事の替わりになる菓子 ＣＯ応援食クッキー・バー等 

８ 手で食べられる果物 バナナ 

９ ＬＬパン ＣＯモーニングクロワッサン 

１０ 乾電池 ＣＯ乾電池：単１ 

１１ 毛布・寝具 通販取引先の毛布・寝具 

１２ 夏向けの寝具 通販取引先のタオルケット 

１３ カイロ ＣＯカイロ 

１４ カイロ ＣＯ貼るカイロ 

１５ パックご飯 ＣＯおいしいご飯 

１６ カップめん ＣＯＯＰヌードル 

１７ レトルトカレー ＣＯレトルトビーフカレー 

１８ スープ類 ＣＯスープ（ＦＤ） 

１９ スープ類 ＣＯ即席みそ汁 

２０ 魚缶 さば缶 

２１ 魚缶 いわし缶 

２２ 魚缶 ツナ缶 

２３ 調理の火力 ＣＯカセットコンロ 

２４ 調理の火力 ＣＯガスボンベ 

２５ 箸 ＣＯ割り箸 

２６ 食器 紙おわん 

２７ 食器 紙皿 

２８ 食器 紙コップ 

２９ ティッシュ類 ＣＯティッシュ 

３０ ティッシュ類 ＣＯウェットティッシュ 

３１ タオル 取引先のタオル 

３２ おむつ 紙おむつベビー用 

３３ おむつ 紙おむつ大人用 

 

 


